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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 公 開 鍵 イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー （ Ｐ Ｋ Ｉ ） の ユ ー ザ を 登 録 し 、 前 記 ユ ー ザ の ス マ ー ト カ
ー ド に あ る Ｐ Ｋ Ｉ 部 を 有 効 に す る 公 開 鍵 の 方 法 で あ っ て 、 前 記 ス
マ ー ト カ ー ド を 端 末 に 関 連 付 け 、 前 記 端 末 を 前 記 Ｐ Ｋ Ｉ へ の ア ク セ ス を 提 供 す る 通 信 ネ ッ
ト ワ ー ク に 接 続 し 、 前 記 ユ ー ザ に 、 申 請 書 へ の 個 人 デ ー タ の 記 入 と 有 効 な 身 分 証 明 書 で の
本 人 確 認 と が 登 録 の た め に 求 め 、 前 記 デ ー タ を 、 前 記 身 分 証 明 書 と 照 合 し て 、 前 記 登 録 の
承 認 へ 向 け て 前 記 Ｐ Ｋ Ｉ に 電 子 送 信 し 、
　 ａ ） 未 開 封 の 状 態 で は 秘 匿 さ れ た 起 動 コ ー ド と 、 前 記 封 筒 上 に 視 覚 認 識 で き る よ う に 印
刷 さ れ た 照 会 番 号 も し く は コ ー ド と が そ れ ぞ れ に 記 載 さ れ た 複 数 の 封 印 さ れ た 封 筒 を 事 前
に 印 刷 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 各 封 筒 の 照 会 番 号 も し く は コ ー ド と 関 連 す る 前 記 起 動
コ ー ド と が 、 前 記 Ｐ Ｋ Ｉ に 組 み 込 ま れ る か 、 も し く は 接 続 さ れ た セ キ ュ リ テ ィ サ ー バ ー 内
の テ ー ブ ル に 保 存 さ れ て い る も の で あ る 、 ス テ ッ プ と 、
　 ｂ ） 前 記 ユ ー ザ に 、 前 記 照 会 番 号 も し く は コ ー ド が 事 前 に 印 刷 す る こ と が 可 能 で あ る 申
請 書 と と も に 、 前 記 封 印 さ れ た 封 筒 の い ず れ か を 提 供 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｃ ） 前 記 照 会 番 号 が 前 記 申 請 書 に 事 前 に 印 刷 さ れ て い な い 場 合 は 、 前 記 ユ ー ザ に 前 記 申
請 書 に 前 記 照 会 番 号 も し く は コ ー ド を 記 入 す る よ う 依 頼 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｄ ） 前 記 個 人 デ ー タ と と も に 、 前 記 照 会 番 号 も し く は コ ー ド を 前 記 Ｐ Ｋ Ｉ 及 び セ キ ュ リ
テ ィ サ ー バ ー に 転 送 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｅ ） 前 記 登 録 が 前 記 Ｐ Ｋ Ｉ に よ っ て 承 認 さ れ る と 、 前 記 ユ ー ザ に 承 認 情 報 を 送 信 し て 、
ユ ー ザ の 端 末 に お い て 前 記 起 動 コ ー ド を 入 力 す る よ う に 依 頼 し 、 前 記 テ ー ブ ル の 前 記 照 会
番 号 も し く は コ ー ド に 関 連 し た 前 記 起 動 コ ー ド と 、 前 記 ユ ー ザ の ス マ ー ト カ ー ド に 対 応 す
る ス マ ー ト カ ー ド の 識 別 情 報 と を 、 前 記 Ｐ Ｋ Ｉ の 起 動 モ ジ ュ ー ル に 提 供 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｆ ） 前 記 起 動 コ ー ド の 入 力 後 、 前 記 端 末 か ら 、 前 記 ス マ ー ト カ ー ド の 識 別 情 報 と と も に
前 記 起 動 コ ー ド を 前 記 起 動 モ ジ ュ ー ル に 対 し て 送 信 し 、 そ し て 、 前 記 起 動 コ ー ド と ス マ ー
ト カ ー ド の 識 別 情 報 を 受 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｇ ） 前 記 受 信 さ れ た 起 動 コ ー ド と ス マ ー ト カ ー ド の 識 別 情 報 が 、 前 記 セ キ ュ リ テ ィ サ ー
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バ ー に よ っ て 事 前 に 提 供 さ れ た 情 報 に 一 致 す る か を 判 断 し 、 一 致 す る 場 合 、 前 記 ス マ ー ト
カ ー ド の Ｐ Ｋ Ｉ 部 を 動 作 可 能 に す る ス テ ッ プ と
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 公 開 鍵 イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー の 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク が Ｇ Ｓ Ｍ も し く は ３ Ｇ ネ ッ ト ワ ー ク で あ り 、 前 記 端 末 が Ｇ Ｓ Ｍ も
し く は ３ Ｇ 携 帯 電 話 で あ り 、 前 記 ス マ ー ト カ ー ド が Ｓ Ｉ Ｍ カ ー ド で あ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 ス マ ー ト カ ー ド の 識 別 情 報 が Ｍ Ｓ Ｉ Ｓ Ｄ Ｎ 及 び Ｉ Ｃ Ｃ Ｉ Ｄ で あ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 Ｐ Ｋ Ｉ 機 能 が 前 記 ス マ ー ト カ ー ド に 保 存 さ れ て お り 、 有 効 と さ れ る ま で 前 記 ユ ー ザ
に 対 し て 秘 匿 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 承 認 情 報 が 、 Ｓ Ｍ Ｓ 、 電 子 メ ー ル も し く は 郵 便 で 送 信 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ～ ４ の い ず れ か に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 封 印 さ れ た 封 筒 ご と に 、 前 記 照 会 番 号 も し く は コ ー ド 及 び 起 動 コ ー ド と と も に 状 態
が 前 記 テ ー ブ ル に 保 存 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の 方 法
。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 状 態 が 初 期 段 階 で は 「 不 使 用 」 に 設 定 さ れ 、 ス テ ッ プ ｄ ） に お い て は 「 検 討 中 」 へ
、 ス テ ッ プ ｅ ） の 承 認 の 場 合 に は 「 承 認 済 み で あ る が 非 起 動 」 へ 、 ス テ ッ プ ｅ ） の 非 承 認
の 場 合 に は 「 非 承 認 」 へ 、 ス テ ッ プ ｇ ） に お い て 一 致 す る 場 合 に は 「 起 動 」 へ 変 更 さ れ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 方 法 。

(2) JP 2005-510951 A5 2006.1.26


	header
	written-amendment

